
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申立ての受付 

予備調査 

調査委員会設置 

本調査の通知 

異議申立ての審査 

調査結果の通知・報告 

認定 

調査結果の公表 

措置 

事情聴取等 

事情聴取等 

久留米大学における研究活動の不正行為に対する調査・報告等の流れ 

最高管理責任者 

申立者 

被申立者 
配分機関等 久留米大学 

調査方針、調査対象及び方法等

について、必要に応じて指示。 

本調査実施の決定 

配分機関等への報告 
報告の受理 

調査中における 

一時的執行停止 

第 13 条 

調査未完了 調査完了 

報告遅延ペナルティ 

報告 

 不正の一部が認定された場合は、必要に

応じて、不正を行った研究者が関わる競

争的資金について、執行停止等を行う。 

内部監査室 

本調査を指示 

予備調査を指示 

不服申し立ての審査 

再調査 

本調査 

開始通知 

調査委員に対する

異議申立書 

申立書 

不服申立書 

調査結果 

報告書 

証拠の保全措置 
研究費の一時執行停止 

中間報告 

配分機関等への 

最終報告 

報告･協議 

本調査の実施 

報告 

(中間報告) 

予備調査委員会 

調査委員会 

(最終報告又は中間報告) 

 申立て受付から 30 日

以内に、調査の要否を

配分機関に報告。 

 調査方針、調査対象及

び方法等について、配

分機関に報告、協議。 

報告 

報告 

 必要に応じて、証拠となる資料

等を保全する措置、研究費の一

時停止を命じる。 

 不正の事実が一部でも認定された

場合、速やかに認定し、中間報告

書を配分機関に提出。 

 当該事案に係る資料の提出又は閲

覧、現地調査に応じる。 

 申立て受付か

ら 210 日以内

に、最終報告

書を配分機関

に提出。 

 期限までに調査が

完了しない場合で

あっても、中間報

告書を配分機関に

提出。 

（
原
則
） 

 不正の告発等があった競争的資金の

翌年度以降の１か年度の間接経費措

置額を、一定割合削減。 

 被告発者が自らの責任を果たさない

ことにより最終報告書の提出が遅延

した場合、当該被告発者に対する競

争的資金の執行停止等を行う。 

個人に対するペナルティ 大学に対するペナルティ 

研究費の返還等 

管理条件の付与、間接経費の削減等 

研究費の返還等 

競争的資金への申請制限 


